
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大子町職員（調理士兼用務手）採用選考試験案内 
 
 平成２６年度大子町職員採用選考試験を次により実施します。 
◆試験区分，採用予定人員及び受験資格 

試験区分 採用予定人員 受 験 資 格 

調理士兼用務手 １人 
昭和４９年４月２日以降に生まれた方で，調理師免許を
有している方 

◆試験方法  口述試験，適性検査及び資格調査 
◆試験日時  ３月３日（火）13：15  
◆試験会場  大子町役場 庁議室（２階） 
◆申込書の請求  受験申込用紙は，総務課秘書職員係に請求してください。 

郵便で請求する場合は，封筒の表に「職員採用選考試験申込用紙請求」と朱書
きし，宛先明記の８２円切手を貼った返信用封筒（長形３号（横 12.0cm×縦
23.5cm））を必ず同封してください。なお，大子町公式ホームページからもダウ
ンロードできます。 

◆申込み先  大子町役場 総務課（〒319－3526 大子町大字大子８６６番地） 
◆受付期間  ２月５日（木）～２月２７日（金）8：30～17：15（土・日曜日及び祝日を除

く。）郵便の場合は，２月２７日（金）17：15 までに総務課に着信したものに限
り受け付けます。 

◆提出書類  (1) 申込書１部（所定の申込用紙を使用） 
(2) 調理師免許の写しを必ず添付してください。  

◆試験結果  試験結果については，３月中旬頃に発表します。 
 
※受験申込者には，後日，受験票を送付します。詳しくは，総務課秘書職員係に問い合わせてく
ださい。 

 
問合せ  総務課秘書職員係 ℡７２－１１１３ 

 

大子福祉作業所送迎ボランティアを募集します 

 
大子福祉作業所では，通所者の送迎を行っていただける，ボランティアの方を募集します。 

◆活 動 日  祝・祭日を除く，月曜日から金曜日まで 
◆活動時間  8：30～9：30又は15：30～16：30 
◆活動内容  作業所に通所している方を作業所の自動車で送迎します。（自宅と作業所の間） 
◆保  障  万が一の事故に備え，ボランティア保険及び送迎サービス保険に加入します。保

険料は，社会福祉協議会が負担します。 
◆そ の 他  毎回ではなく，単発的な活動でも結構です。 

 
問合せ  大子町社会福祉協議会 ℡７２－２００５ 
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－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

大子町嘱託員採用試験案内 

 
大子町嘱託員を次のとおり募集します。 

◆職種区分，募集人員等 

職種区分 募集人員 勤務場所 業務の内容 

事務員 １人 上小川コミュニティセンター 
センター（旧分館）の管理，企画運営
業務及び地域各種団体等の事務等 

教育旅行支援事務員 １人 まちづくり課 教育旅行（農家民泊）に関する事務 

◆雇用の期間  平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで（１年間） 
◆試験の方法  口述（面接）試験 

◆試験日時  ３月３日（火）13:30 
◆試験会場  大子町役場 庁議室（２階） 
◆申込用紙の請求  申込用紙は，役場総務課に請求してください。 
        郵便で請求する場合は，封筒の表に「嘱託員採用試験申込用紙請求」と朱書き

し，宛先明記の１２０円切手を貼った返信用封筒（角形２号（横２４．０㎝×縦
３３．２㎝））を必ず同封してください。 

◆申込み先  大子町役場 総務課（〒319-3526 大子町大字大子８６６番地） 
◆受付期間  ２月５日（木）～２月２７日（金）8:30～17:15（土・日曜日及び祝日を除く。）

郵便の場合は，２月２７日（金）17：15までに総務課に着信したものに限り受け
付けます。 

◆提出書類  (1) 申込書１部（所定の申込書を使用） 

(2) 郵便による申込みの場合は，宛先明記の８２円切手を貼った返信用封筒 
（長形３号（横１２．０cm×縦２３．５cm））を同封してください。 

◆そ の 他  受験申込者には，受験票を交付します。 
 
問合せ  総務課秘書職員係 ℡７２－１１１３ 

 

水戸ホーリーホックゲーム「県北地区招待デー」の開催について 

 

◆趣  旨  Ｊリーグでは，東日本大震災の発生した２０１１年から，東日本大震災復興支援

活動を行っています。その一環として，県北地区（北茨城市，高萩市，大子町，常

陸大宮市及び常陸太田市）の皆様に無料で試合観戦を楽しんでいただくため，「県北

地区招待デー」を開催します。 

◆日  時  ４月１１日（土）13：00キックオフ 

◆試合会場  笠松運動公園陸上競技場（那珂市向山１２８２－１） 

◆対戦相手  徳島ヴォルティス 

◆チケット  会場内受付特設テントにおいて，免許証・学生証など該当市町村に在住・在学し

ていることが証明できるものを提示してください。提示と引き 

換えに招待チケット（メインサイド席）をお渡しします。 

◆主  催  ㈱フットボールクラブ水戸ホーリーホック 

 

問合せ  生涯学習課生涯学習係 ℡７２－１１４９ 

     水戸ホーリーホック ℡０２９－２１２－７７００ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ２ 
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町営住宅入居者募集 
 
◆募集住宅 

住宅名 所在地 戸数 間取り 構  造 建築年 

アメニティ本町 大子９９９－７ ２戸 １ＤＫ ＲＣ５階 Ｈ１５年 

下野宮第二 下野宮６１９３ １戸 ３ＤＫ 木造２階 Ｈ９年 
◆入居資格 
 ・所得月額が１５８，０００円以下（高齢者，身体障がい者については２１４，０００円以下）である方 
 ・町税等（水道料金を含む。）を滞納していない方で，住宅に困っている方 
・同居する，又は同居しようとする親族がいる方（高齢者及び障がい者は除く。） 

 ・暴力団員でない方 
※所得月額計算方法(世帯の所得額－同居及び別居扶養人数×38万円)÷12か月＝所得月額 
※入居の際は，連帯保証人が２人必要です。 

◆月額家賃 
  入居者の所得及び町営住宅の立地条件，規模等の便益に応じた家賃となります。 

所得月額 月額家賃（本町） 月額家賃（下野宮） 
０円～１０４，０００円 １２，７００円 ２５，０００円 

１０４，００１円～１２３，０００円 １４，６００円 ２８，９００円 
１２３，００１円～１３９，０００円 １６，７００円 ３３，１００円 
１３９，００１円～１５８，０００円 １８，９００円 ３７，３００円 

※１８歳未満の扶養する児童数により，家賃が（１人１０％，２人１５％，３人～２０％）減額されます。 
◆共益費  ３，０００円（本町） 
◆敷 金  家賃の３か月分 
◆受付期間  ２月５日（木）～１９日（木） 
◆受付場所  建設課（申込書は建設課にあります。） 
◆入居者の選考  募集締切り後，入居資格審査の上，町営住宅等入居者選考委員会の選考によ

り入居予定者を決定します。 
◆入居時期  ３月中旬予定（誓約書等の必要書類提出後に決定します。） 
 
問合せ  建設課施設管理係 ℡７２－２６１１ 

 

「河川清掃」を実施します 
 
 この河川清掃は，町民皆様の自主参加と実践によってきれいな河川を維持するとともに，この
活動を継続することによって，町民一人一人の公共的道徳心の高揚を図り，美しい郷土，快適な
生活環境づくりを目的として行います。御理解と御協力をお願いします。 
◆日 時  ３月１日（日）8:30～ 小雨決行 ※開始時間は地域の都合で調整してください。 
◆方 法  ○各世帯にごみ袋２枚を配布しますので，燃えるごみ（ビニールやプラスチック等）

と燃えないごみ（空き缶やガラス等）に分別して拾ってください。 
      ○ごみは燃やさないでください。 
      ○拾ったごみは，例年と同じ場所に集めておいてください。後日回収します。 
◆その他  ○河川清掃は，住民の自主参加が原則です。 
      ○高齢者の世帯等で，河川清掃に参加が困難な場合は無理をしないでください。 
      ○河川清掃当日に使用するごみ袋及び軍手は，各連絡班長を通じて配布します。 
      ○河川清掃当日は，家庭のごみ（特に廃タイヤ，バッテリー，テレビ，エアコン，

冷蔵庫，洗濯機，パソコン等の不用品）を出さないでください。 
      ○河川清掃で出たごみの回収は，清掃日から５日以内に行いますが，回収漏れがあ

った場合は，環境課（環境センター）に連絡をお願いします。 
 
問合せ  環境保全大子町民会議，環境課（環境センター） ℡７２－３０４２ 
 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ３ 
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介護用品購入費助成事業の申請期限について 
 
 在宅の高齢者又は重度の身体障がい者（児）を介護している家族に対し，紙おむつ等の介護用
品購入費を助成しています。 
平成２６年度中に購入したものは，平成２７年４月１０日（金）までに福祉課へ申請してくだ

さい。期限を経過して申請されたものは，助成対象になりませんので御注意ください。 
◆助成対象者   
①６５歳以上の方を介護している家族 

 ②６５歳未満の方を介護している家族（ただし，要介護・要支援認定を受けている方又は身体 
障害者手帳所持者で，１級，２級の下肢又は体幹機能障がい者（児）に限る。） 

 ※医療機関入院中に購入した介護用品も助成の対象になります。 
 ※特別養護老人ホーム，老人保健施設等に入所している方は除きます。 
◆助 成 額   年間購入費相当額（上限額５０，０００円） 
◆対 象 品 目   紙おむつ，尿取りパット，使い捨て手袋，清しき剤，ドライシャンプー，お

しりふきタオル，介護シーツ 
◆持参するもの  ・領収証（購入者，購入品目，購入額，購入日等が分かるもの） 
         ・申請者名義の預金通帳 
         ・印鑑 

※申請者，領収証の宛名及び口座名義人は，同一人とします。 
 
問合せ  福祉課高齢介護係 ℡７２－１１３５ 
 

パパ・ママ教室のお知らせ 
 
新米パパ・ママ，既に子どもはいるけれど，

もう一度勉強したいパパ・ママを対象に開催
します。教室は，２回参加して終了となり，
参加費は無料です。ママだけの参加やお子様
と一緒の参加も歓迎します。 
◆開催日時 
１回目 ３月 ４日（水）18:00～19:45 

 ２回目 ３月１８日（水）18:00～19:30 
◆場  所  保健センター 
◆内  容 

１
回
目 

・妊娠中と出産までの経過 
・妊娠中の食生活 
・妊婦体操と出産の呼吸法（実技） 
・ビデオ「赤ちゃん このすばら
しき命」 

※体操をするので，動きやすい服
装でお越しください。 

２
回
目 

・赤ちゃんの沐浴（デモンストレ
ーション） 

・育児についての話 
・ビデオ「お父さんへのメッセー
ジ」 

◆申 込 み  ３月３日（火）までに健康増
進課に申し込んでください。 

 
問合せ  健康増進課健康増進係 ℡７２－６６１１ 

「在宅介護者のつどい」を開催します 
 
 寝たきりや認知症の高齢者，障がい者を在
宅で介護している家族の方々は，日頃様々な
悩みや御苦労を体験していることと思いま
す。そこで，在宅福祉の一環として，日頃の
介護疲れを少しでも癒やしていただくため，
次のとおり「在宅介護者のつどい」を開催し
ますので，お気軽に御参加ください。 
◆日 時  ３月１８日（水） 
      10：00～13：00（受付9:00～） 
◆場 所  文化福祉会館「まいん」 
◆対象者  在宅で介護を行っている方 
◆内 容  (1) 健康チェック 

(2) 盛り花づくり 
(3) リフレッシュタイム 
(4) おしゃべり交流会 

◆申込方法  ３月１１日（水）までに社会福
祉協議会に電話で申し込んでくだ
さい。（月～金の 8：30～17：15）  

◆その他 ・前回参加した方もぜひ御参加 
ください。 

・参加費は，無料です。 
・昼食は，用意します。 
・介護用品の展示及び試供品を 
差し上げます。 

 
問合せ  大子町社会福祉協議会 ℡７２－２００５ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ４ 
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太田税務署からのお知らせ 

 

◆所得税及び復興特別所得税の確定申告書は自分で作成してお早めに 

平成２６年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は，２月１６日

（月）から３月１６日（月）までです。確定申告期間中は，税務署などの申告相談会場は大変混

雑し，長時間お待ちいただくことがあります。国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」

を利用すると，自宅で確定申告書が作成できますのでぜひ御利用ください。詳しくは，国税庁ホ

ームページ（http://www. nta.go.jp）を御覧ください。 

＜納付期限と振替納税の利用について＞ 

  確定申告による所得税及び復興特別所得税の納期限及び振替日は，次のとおりです。 

   納期限 平成２７年３月１６日（月） 

   振替日 平成２７年４月２０日（月）※納付には，便利な振替納税を御利用ください。 

 

◆消費税・地方消費税（個人事業者）の確定申告と納税は正しくお早めに 

平成２６年分の個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告は，平成２７年３月３１日

（火）が申告納付期限となっています。 

平成２６年４月１日から消費税率が５％（内，地方消費税１％）から８％（内，地方消費税１．

７％）に変更されました。このため，平成２６年分の消費税及び地方消費税の確定申告書を作成

するためには，帳簿等において課税取引を事前に適用税率ごとに区分し，それを基に計算してい

ただく必要があります。 

＜平成２６年分の消費税・地方消費税の申告が必要な方＞ 

① 平成２４年分の課税売上高が１千万円を超える事業者 

② 平成２４年分の課税売上高が１千万円以下の事業者で，平成２５年１２月末までに「消費 

税課税事業者選択届出書」を提出している事業者 

③ ①及び②に該当しない場合で，平成２５年１月１日から平成２５年６月３０日までの期間（特

定期間）の課税売上高が１千万円を超える事業者 

なお，特定期間における１千万円の判定は，課税売上高に代えて，給与等支払額の合計額によ

ることもできます。 

（注）事業の用に供していた建物や機械などの譲渡収入も，課税売上高に含まれます。 

＜納付期限と振替納税の利用について＞ 

確定申告による消費税及び地方消費税の納期限及び振替日は，次のとおりです。 

・納期限 平成２７年３月３１日（火） 

・振替日 平成２７年４月２３日（木）※納付には，便利な振替納税を御利用ください。 

 

◆申告書の税務署への送付について 

確定申告書を税務署に送付する場合は，「郵便物」（第一種郵便物）又は「信書便物」として

送付してください。確定申告書は「信書」に該当しますので，郵便物・信書便物以外の荷物扱い

（ゆうパック，ＥＸＰＡＣＫ５００等）で送付することはできません。詳しくは，総務省ホーム

ページ（http://www.soumu.go.jp）を御覧ください。 

 

問合せ  太田税務署個人課税部門 ℡０２９４－７２－２１７１(※自動音声に従い「０」を選

択してください。) 

税務課住民税係 ℡７２－１１１６ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ５ 
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軽自動車税について 
 
◆廃車・住所変更の手続は３月中に！ 
軽自動車税の賦課期日は４月１日です。４月１日に登録がある車両に課税されます。廃車・名

義変更・住所変更の手続がまだお済みでない方は，手続をお願いします。３月下旬になりますと，
手続で窓口が混雑することが予想されますので，なるべくお早めに手続をお願いします。ナンバ
ーが付いたままで使用していない車両がありましたら，廃車の手続をすることをお勧めします。
所有している車両の車種によって，手続先が異なりますので御確認ください。 
＜軽自動車等の廃車・名義変更手続先＞ 
○原動機付自転車・小型特殊自動車等 

大子町役場 税務課 ℡72-1116（直通） 
 ○三輪・四輪の軽自動車 

軽自動車検査協会 茨城事務所（東茨城郡茨城町若宮 887-59） ℡050-3816-3105  
 ○軽二輪（125㏄超250㏄以下のバイク），小型二輪（250㏄超のバイク） 
   国土交通省関東運輸局 茨城運輸支局（水戸市住吉町 353） ℡050-5540-2017 
 
◆納税証明書について 
 軽自動車の継続検査（車検）を受ける際には，軽自動車税納税証明書（継続検査用）（以下「納
税証明書」という。）が必要となります。課税になる車両には，毎年５月中旬に納付書を発送して
おり，送付した用紙で納付していただきますと，納付後は納税証明書として使える仕様となって
います。口座振替の方には，入金確認後の６月初旬に納税証明書を発送しています。納付済の納
税通知書や送付した納税証明書は，車検証と一緒に大切に保管してください。 
 
問合せ  税務課住民税係 ℡７２－１１１６ 

 

飼料用稲の栽培を希望する方へ・・・栽培講習・説明会を開催します 
 
平成２７年度経営所得安定対策の説明と飼料用稲栽培講習会を次のとおり開催します。 

◆日 時  ３月６日（金）13：30～15：30 
◆場 所  常陸農業協同組合大子支店２階会議室（池田 1267－1） 
◆内 容  ・新たな農業政策について（飼料米・稲ＷＣＳ関連） 
      ・飼料用米・稲ＷＣＳ栽培のポイントについて ほか 
 
問合せ  常陸大宮地域農業改良普及センター ℡０２９５－５３－０１１６ 
     農林課農務係 ℡７２－１１２８ 

 

ハローワークからのお知らせ 
 
 企業にとって，優秀な人材の確保，定着を
図っていくためには，「魅力ある職場づくり」
が重要です。 
 ハローワーク常陸大宮では，雇用管理改善
を通じた採用定着の促進，正社員の雇用の拡
大，正社員で働くことを希望する非正規雇用
労働者の正社員転換の促進のキャンペーン
活動を実施しています。 
 詳細につきましては，ハローワーク常陸大
宮まで御連絡ください。 
 
問合せ  ハローワーク常陸大宮求人係 

℡０２９５－５２－３１８５ 

補聴器巡回相談の御案内 

 
 平成２６年度第４回目の補聴器の巡回相
談を，次のとおり実施します。 
◆日 時  ２月１３日（金）10:00～11:00 
◆場 所  役場第二会議室 
◆内 容  障がい者（児）の補聴器購入，

修理等について 
 
※身体障害者手帳及び印鑑を持参してくだ
さい。 

 
問合せ  福祉課社会福祉係 ℡７２－１１１７ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ６ 
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平成２７年度「明日の地域づくり委員会」委員募集 
 
茨城県では，豊かで住みよい茨城づくりを推進するため，県民が地域の在り方などを話し合い，

県に提言する「明日の地域づくり委員会」を設置しています。この度，「県北地域 明日の地域づ
くり委員会」の委員を募集します。 
◆活動内容  ・月１回程度委員会を開催し，地域づくりについて話し合い，２年目に提言をま

とめていただきます。 
       ・年１回程度現地研修会を行います。 
       ・「いばらき創り 1,000人委員会」の一員としてアンケート調査等も行います。 
 ※委員会活動に対し，謝礼（１回の参加につき５００円）をお支払いします。 
◆任  期  ２年（平成２７年委嘱の日から平成２９年３月まで） 
◆募集人数  １２～１６名 
◆応募資格  県北県民センター管内（大子町，日立市，常陸太田市，高萩市，北茨城市，常陸

大宮市）に住所を有する方。ただし，地方公共団体の長及び議員，常勤の公務員，
過去４年以内（２期分）に地域づくり委員会委員を経験した方は除く。 

◆応募方法  「平成２７年度明日の地域づくり委員会委員応募用紙」に所定事項を記入の上，
郵送，ＦＡＸ又は電子メールで応募してください。 

◆応募期限  ２月２７日（金） ※当日消印，当日着信有効 
◆申込 み  県北県民センター県民福祉課 

〒３１３－００１３ 常陸太田市山下町４１１９（常陸太田合同庁舎内） 
℡０２９４－８０－３３２２ FAX０２９４－８０－３３２３ 
E-mail hokuse01@pref.ibaraki.lg.jp 

 
問合せ  県北県民センター県民福祉課 ℡０２９４－８０－３３２２ 

 

平成２６年度分の不妊治療費助成金の交付申請はお早めに 
 
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの間に治療が終了した方の不妊治療費助成

金の交付申請期限は，平成２７年３月３１日です。 
なお，２月又は３月に治療が終了した方に限り，申請期限を４月以降に延長できる場合があり

ますので，必ず３月中に御相談ください。 
◆対象となる治療  体外受精及び顕微授精（※平成２６年度内に治療が終了し，茨城県不妊治

療費補助金の交付決定を受けた方が対象となります。） 
◆助成の内容 
◯助成金の額  １回の治療につき１０万円まで（助成対象経費から県補助金の交付額を差し引いた額）  
◯助成の回数  当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢により次のとおり区分されます。 

＜４０歳以上の場合＞ 
夫婦１組につき通算して助成を受けることができる回数は，５年間で１０回を限度とし，年間

の助成回数は，初めて県補助金の交付決定を受けた年度にあっては年３回，翌年度以降にあって
は年２回 
＜４０歳未満の場合＞ 
夫婦１組につき通算して助成を受けることができる回数は，６回 

◆対象者  次のすべてに該当している方が対象となります。 
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦で，夫又は妻のいずれかの住所が大子町にあり，治療が終了 
した日時点で，大子町に住所のある期間が１年以上ある方 

(2) 茨城県不妊治療費補助金の交付決定を受けている方 
(3) 町税等を滞納していない方 

※必要書類，その他詳細については，健康増進課までお問い合わせください。 
 
問合せ  健康増進課健康増進係 ℡ ７２－６６１１ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ７ 
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第４８回奥久慈湯の里大子マラソン大会に御協力ください 
 
◆開催日  ３月８日（日）  
◆会 場  大子広域公園   
◆コース 
 ≪種目：ハーフ，５㎞，１０㎞≫ 
   大子広域公園内（10:00～スタート） ⇒ 町営磯部住宅下（折返し：ハーフのみ） ⇒  

浅川 ⇒ 槙野地・高野（折返し） ⇒ 浅川 ⇒ 大子広域公園（12:00ゴール予定） 
 ≪種目：小学生≫ 
   大子広域公園（10:10～スタート） ⇔ グリンヴィラ（往復） 
 ≪種目：親子≫ 
   大子広域公園（10:45スタート） ⇔ グリンヴィラ（往復） 
 

※コース内県道が交通規制（9:45～12:00予定）になります。車両の迂回等に御協力ください。 
 
問合せ  生涯学習課生涯学習係 ℡７２－１１４９ 
 

放課後子ども教室「教育活動サポーター」を募集しています 
 
 町では，「平成２７年度放課後子ども教室事業」に従事していただけるスタッフを募集していま
す。児童の保護者の方，学生の方も大歓迎です。関心のある方は，御連絡をお願いします。 
◆募集をしている学校  依上小，さはら小，黒沢小，生瀬小，袋田小，上小川小及び県立大子

特別支援学校 
◆開 催 日  学校登校日（週５日）※長期休業日（春休み，夏休み，冬休み）及び学校給食が

ない日は開催しません。 
◆勤務時間  下校時刻の３０分前～午後６時３０分 ※特別支援学校は，午後５時３０分まで 
◆時 給  １時間あたり９００円（予定） 
◆勤務内容  活動全体を通じて，児童の見守りと教育活動推進員の補助（①児童の受付，② 学

校の宿題に取り組ませる，③プリント学習，レクリエーション，工作及び体験活動
の補助） 

◆応募締切日  ２月２３日（月） 
 
※申込みをした方に対し，面接を行う場合があります。その際に勤務可能日を聞き，勤務日の調整をします。 
 
問合せ   生涯学習課生涯学習係 ℡７２－１１４８ 

 

図書館「プチ・ソフィア」の御案内 
 
◆無料で本・雑誌の貸出しを行っています。 
◆一人５冊まで２週間利用できます。 
◆２月の幼児向け「おはなし会」は，２８日（土）午前１１時から行います。 
◆休館日は，毎週月曜日と木曜日です。 
◆新しく入った本 

「土漠の花」月村了衛，「絶叫」葉真中顕，「後妻業」黒川博行，「波の音が消えるまで 上・
下」沢木耕太郎，「三つの棺」ジョン・ディクスン・カー，「イヴォンヌの香り」パトリック・
モディアノ，「進化する強さ」クルム伊達公子，「日本の大和言葉を美しく話す」高橋こうじ，
「オリンポスの神々と7人の英雄 3・4」リック・リオーダン，「へいわってすてきだね」安里
有生 ほか 
 

※インターネットでプチ・ソフィアの蔵書が検索できます。URL http://www.lib-eye.net/daigo/ 
 
問合せ  プチ・ソフィア ℡７２－６１２３ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ８ 
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沿道の皆様の 

 応援をお願いします！ 



 

 

第５回ふるさと歴史講座開催のお知らせ 
 
 大子町の歴史について学び，郷土に対する
理解を深めることを目的として開催します。
歴史に興味のある方は，この機会にふるって
御参加ください。 
◆日 時  ２月２１日（土）10:00～12:00 
◆場 所  中央公民館講堂 
◆講座名  「りんご栽培ことはじめ 
     －大子町特産品のルーツを探る－」 
 ・内容  今では，大子町の代表的な特産

品となったりんご。秋には，りん
ご狩りを楽しむ大勢の観光客が
訪れます。あるのが当たり前とな
ったりんご。いつ頃，誰が，どん
な形で導入したのか，そこにはど
んな苦労があったのかを探りま
す。 

 ・講師  茨城大学教育学部特任教授 
         齋 藤 典 生 先生 
◆定 員  １００人（先着順） 
◆受講料  無 料 
◆申込み  事前の申込みは不要です。 
 
問合せ  生涯学習課文化振興係 ℡７２－１１４８ 

 

「スキー教室」参加者募集 
 
◆日 時  ２月２２日（日） 
       5:30中央公民館出発 
◆場 所  だいくらスキー場（福島県） 
◆対象者  小学校３年生以上（町内外を問

いません。） 
 ※原則として団体行動とし，自由滑走は認

めません。 
◆参加費  小学生    ４，０００円 
      中学生以上  ５，０００円 
 ※当日徴収します。 
◆申込み  生涯学習課に申し込んでくだ

さい。（電話での申込み可） 
◆その他  レンタルスキー，ボード等を利

用する方は，別途料金がかかりま
す。 

 
問合せ  生涯学習課生涯学習係 ℡７２－１１４９ 

大子町体育協会スキー部事務局 
（尾梶 ℡０９０－３３６７－９５３１） 

 

第４６回大子町女性教育振興大会 
 
 「第４６回大子町女性教育振興大会」を開
催します。老若男女を問わず，多くの方の御
来場をお待ちしております。これからの大子
町をどんな町にしたいか，そのために自分は
何ができるか，など，これを機会に皆さんも
“まちづくり”を考えてみませんか。 
 
◆日 時  ２月１５日（日）9:30開会 
◆会 場  文化福祉会館「まいん」文化ホール 
◆テーマ 
 「これからのまちづくりは女性の力で！」 
◆講 演 
 ○演 題  「女性力による大子町の地域

創生」 
 ○講 師  斎 藤 義 則 氏 
       （茨城大学人文学部市民共創

教育研究センター長） 
◆入場料  無 料 
 
問合せ  生涯学習課生涯学習係 ℡７２－１１４８ 

 

「こころの相談」のお知らせ 

 
 ストレスの多い時代，こころの調子を崩す
ことは誰にでもあります。 

気持ちの落ち込み，悩み，不安，閉じこも
り等一人で悩まずに，気軽に御相談くださ
い。話を聞いてもらうだけで心が軽くなりま
す。また，今後の対応を一緒に考えていくこ
とができます。 
相談内容は，一切漏らしません。 

本人が来所できない場合は，家族の方だけ
の相談でも結構です。 

◆日 時  ２月２３日（月）（※予約制） 

13:00～16:00 
◆場 所  保健センター 

◆担当者  精神保健福祉士  吉 田 隆 宏 氏 

◆料 金  無 料 

◆申込み  ２月２０日（金）までに電話で
健康増進課に申し込んでくださ
い。 

 

問合せ  健康増進課健康増進係 ℡７２－６６１１ 

 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ９ 
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『まいん』催し物のお知らせ 

みんなのまいん全員集合！２０１５ 
 
◆期 日  ３月１日（日） 
◆時 間  9:20開会（9:00開場） 
◆入場料  無 料（誰でも，いつからでも

自由に観覧できます。） 
◆出演者 
 ○公募の３７組２２０人（予定）の方々が

出演し，１０分間のステージショーをパ
フォーマンスします。 

○出演団体は，大子町の２７団体のほか，
水戸市，牛久市，那珂市，常陸太田市，
常陸大宮市，城里町，栃木県那珂川町，
福島県矢祭町からの１０団体の合計 
３７組です。 

 
問合せ  生涯学習課文化振興係 ℡７２－１１４８ 

 

平成２７年度県民交通災害共済 
 
 平成２６年度の共済期間は３月３１日で
終了します。家族そろって加入しましょう。 
◆共済期間  平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
◆会 費（１年間） 
  一般     ９００円 
  中学生以下  ５００円 
※平成２７年４月１日現在 

◆見舞金  死亡見舞金   １００万円 
      傷害見舞金  ２～３０万円 

身障見舞金    ５０万円 
◆対象となる交通事故 

日本国内の道路上等を運行中の自動車，
バイク，自転車等の接触，衝突，転落，転
覆などの事故に伴う人の死傷 

◆請求期間  事故の翌日から２年以内 
◆申込み 
 ○継続加入世帯 
   各地区交通安全母の会の会員が，２月

から３月にかけて加入推進に伺います。 
 ○新規加入世帯 

交通安全母の会の会員が，加入促進に
伺うことはありません。 

役場総務課に直接申し込んでくださ
い。（平日の 8：30～17：15） 

 
※保育所，幼稚園及び小・中学校では，加入
事務を行っていませんので，御注意くださ
い。 

 
問合せ  総務課災害対策室 ℡７２－１１１４ 

 

 

主な町施設の電話番号 

（市外局番 0295） 

大子町役場        代表 72-1111 

保健センター（健康増進課） 72-6611 

地域包括支援センター（健康増進課） 72-1175 

消防本部 72-0119 

水道課 72-2221 

環境センター（環境課） 72-3042 

衛生センター（環境課） 72-3076 

学校教育課 79-0170 

学校給食センター 72-0649 

中央公民館（生涯学習課） 
リフレッシュセンター（生涯学習課） 

72-1148 
72-1149 

プチ・ソフィア 72-6123 

斎場 72-4000 

文化福祉会館まいん 72-2005 

社会福祉協議会 72-2005 

町広報紙・ホームページへの有料広告募集 

お店のＰＲやイベントの告知などに 

幅広く御活用ください。  

広報だいご：縦4.5㎝×横8.5㎝ 月額10,000円 

お知らせ版：縦4.5㎝×横8.5㎝ 月額 8,000円 

ＨＰ：縦40ピクセル×横150ピクセル月額  5,000円 

問合せ 総務課総務係 ℡７２－１１１４ 

平成 27年 2月5日 

－次回の発行は，平成 27年 3月 5日（木）です。－ 10 


